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平成 29年度練馬区災害医療運営連絡会 

専門部会の検討結果報告 （案） 

 

１ 平成 29年度検討事項 

①：災害時における医療救護班等活動マニュアルの策定 

②：区と災害時医療機関における EMIS（広域災害救急医療情報システム）を活用した情報連絡について 

③：災害用カルテ等の運用方法について 

 

 

２ 検討経過 

日時等 検討内容 

第 1回専門部会 

平成 29年 6月 22日（木） 

①：災害時における医療救護班等活動マニュアルの策定について  

③：災害用カルテ等の運用方法について 

第 2回専門部会 

平成 29年 10月 12日（木） 

①：災害時における医療救護班等活動マニュアルの策定について 

②：区と災害時医療機関における EMIS（広域災害救 

急医療情報システム）を活用した情報連絡について 

第 3回専門部会 

平成 30年 1月 31日（水） 

・平成 29 年度練馬区災害医療運営連絡会専門部会の

検討結果報告 

・平成 30 年度練馬区災害医療運営連絡会の検討事項

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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３ 検討結果 

【検討事項１】災害時における医療救護班等活動マニュアルの策定について 

災害時、医療救護班は区との災害時協定に基づいて医療救護活動にあた 

る。しかし、医療救護所における詳細な活動内容や、他の救護班等との連携 

について、具体的な活動マニュアルが未整備となっていた。医療救護班の活 

動を明確化するため、医療救護班の活動マニュアルを策定する。 

また、あわせて医療救護所で活動する従事者の具体的な活動内容につい 

て、発災直後から超急性期を中心に、時系列ごとに整理した四師会共通の 

周知・啓発用の簡易マニュアルの作成を検討する。 

 

【対応】医療スタッフ用簡易マニュアルの作成 

   専門部会で検討した結果、簡易マニュアルを先行して作成することとな

った。日頃から目にすることができ、発災時に持ち運びのできるようにカ

レンダー型の医療救護所マニュアルを作成し、参集する要員(※）に配付した。 

   医療救護班の活動マニュアルについては、30 年度に引き続き検討・策定

する。 

 

※医療スタッフ用簡易マニュアル配布先一覧 

No. 配付先 No. 配付先 

１ 練馬区医師会 ６ 災害医療運営連絡会委員等 

２ 練馬区歯科医師会  ７ 医療救護所備え付け 

３ 練馬区薬剤師会 ８ 避難拠点運営連絡会会長/副会長 

４ 東京都柔道整復師会練馬支部 ９ 区・学校要員 

５ 医療救護所医療従事スタッフ（看護師） 10 予備  

 

 

＜医療スタッフ用簡易マニュアルのテーマ一覧＞ 

月 テーマ 月 テーマ 

１ 医療救護所とは(練馬区の災害時体制) ７ 四師会以外の役割 

２ 参集条件、参集場所 ８ 四師会の役割 

３ 発災時の持ち物 ９ 医療救護活動の流れ 

４ 医療救護所レイアウト 10 関係連絡先① 

５ 開設までの流れ（四師会以外） 11 関係連絡先② 

６ 開設までの流れ（四師会） 12 その他 
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【検討事項２】区と災害時医療機関における EMIS（広域災害救急医療情報システム）を活用した情報連絡について 

災害時の連絡手段は複数確保しておくことが望ましい。EMIS（広域災害 

救急医療情報システム）は、複数の関係者が同時に情報を入力・閲覧でき、 

災害時における大変有用な情報連絡手段である。EMIS を活用した、区と 

災害時医療機関の情報連絡について検討する。 

  

【対応】EMIS 訓練の実施 

   東京都の訓練モード切替期間に合わせ、災害時医療機関に対して EMIS

訓練を実施し、操作の手順を確認した。訓練の結果、操作にあたり EMIS

にログインできない等の課題が浮上した。東京都も昨年 10 月から EMIS 入

力訓練を開始したため、30 年度は都訓練の日程を踏まえ、操作訓練を行う。 

 

＜区独自訓練実施結果＞ 

（期間）平成 29年８月 30日（水）～９月６日（水） 

 

（対象）順天堂練馬病院、練馬光が丘病院、練馬総合病院、浩生会スズキ病院、

大泉生協病院、川満外科、田中脳神経外科病院、久保田産婦人科病院 

 

（結果）⑴ 訓練実施医療機関数   ７／８医療機関 

⑵ 複数人入力医療機関数  ３／８医療機関 

 

（課題）⑴２医療機関が EMIS の機関コードとパスワードを紛失していた。 

（うち１医療機関は救急端末で入力。） 

⑵看護師が主に担当し、医師や事務職員が関知していない医療機関が 

あった。 

⑶今回の訓練では、半数以上の医療機関が担当者のみの入力にとどまり、 

有事の際の実効性に疑問を残した。発災時に、素早く、正確に EMIS

の必要項目を入力し、災害医療コーディネーター等の判断材料となる

情報を提供するため、継続的な取組みが必要である。 

 

 

※区独自の訓練の他、東京都主催で EMIS 訓練を実施。 

第１回：平成 29 年 10 月 30 日（月） 

第２回：平成 30 年２月 20 日（火）



10 

 【検討事項３】災害用カルテ等の運用方法について 

医療救護所訓練で使用している災害用カルテとトリアージタッグは、い

つ、誰が、どのように記入するか明確なルールが定められていない。発災

直後の慌ただしい現場においても、迅速かつ正確な応急手当を提供できる

よう、災害用カルテやトリアージタッグの運用方法について検討する。 

 

 【対応】災害用カルテとトリアージタッグの記載方法の整理 

   必須記載項目、優先記載項目の選定と医療関係者等による記載補助の仕

組みのルール化を図り、医療救護所訓練において検証した。人員不足に伴

う記載負担が重く、医療活動に支障が生じる等の課題も明らかになったた

め、引き続き医療救護所訓練等を通じて実態にあった運用を確認していく。 

  

 

＜災害用カルテ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


